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職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告について

本委員会は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の規定に基づき、

職員の給与について別紙第１のとおり報告し、併せて給与の改定について別紙

第２のとおり勧告するとともに、人事管理について別紙第３のとおり報告しま

す。

ついては、この勧告の実現のため、所要の措置をとられるよう要請します。
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別紙第１

職員の給与に関する報告

地方公共団体の職員の給与等の勤務条件は、地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第14条第１項に、社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措

置を講じなければならないとの情勢適応の原則が定められている。また、給与

についての具体的な判断基準は、同法第24条第２項で「職員の給与は、生計費

並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の

事情を考慮して定められなければならない」と規定されている。

本委員会は、これらの規定に基づき、本県職員の給与を取り巻く状況につい

て調査・検討した。

その結果は、次のとおりである。

１ 職員の給与の状況

本年４月１日現在の職員の給与について調査を行った結果、職員の給与に

関する条例（昭和26年鳥取県条例第３号。以下「給与条例」という。）の適

用を受けている職員数は9,943人であった。平均年齢は、昨年に比べ0.1歳低

い43.4歳となっている。適用を受ける給料表は、従事する職務の種類に応じ、

それぞれ行政職、公安職、教育職、研究職、医療職及び海事職の６種９給料

表となっており、諸手当については、扶養手当、住居手当などの支給を受け

ている。

本年４月における給与の支給状況等は、表１のとおりである（参考資料第

１表から第３表まで）。

表１ 給与の支給状況等（本年４月）

左のうち
区 分 全 職 員

行政職給料表適用職員

職 員 数 9,943人 3,137人

平 均 年 齢 43.4歳 43.6歳

平 均 経 験 年 数 21.1年 21.6年

給 料 350,570円 320,061円

扶 養 手 当 9,521円 9,057円

平均給与月額 地 域 手 当 559円 890円

住 居 手 当 5,217円 5,810円

その他の手当 10,631円 9,307円

合 計 376,498円 345,125円

(注) １ 給料には、教職調整額を含む。

２ その他の手当とは、管理職手当、義務教育等教員特別手当、初任給調整手当、単身赴
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任手当（基礎額）、特地勤務手当等である。

３ 再任用職員は、含まれていない。

２ 民間事業所従業員の給与の状況

(１) 民間給与実態調査の結果

本委員会は、職員と県内の民間事業所従業員との給与の比較を行うため、

人事院等と共同して、企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の

241事業所のうち、145事業所を無作為抽出して「職種別民間給与実態調査」

を実施した。

「職種別民間給与実態調査」の調査完了率は、調査の重要性に対する

民間事業所の理解と協力を得て、88.3％と極めて高いものとなっており、

調査結果は広く精確に県内の民間事業所の給与の状況を反映したものとい

える。

県内の民間事業所における給与改定については、表２のとおり、従業員

に対してベースアップを実施した事業所の割合が46.4％と昨年(41.6％)よ

り増加している一方、ベースアップを中止した事業所の割合は10.0％と昨

年（12.2％）より減少した（参考資料第18表）。

表２ 給与改定の実施状況の推移

項 目 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

ベースアップ実施 35.6% 35.5% 38.8% 41.6% 46.4%

ベースアップ中止 10.1% 11.4% 10.5% 12.2% 10.0%

ベ ー ス ダ ウ ン 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

(注) １ 係員における状況である。
２ ベースアップの慣行がない事業所があるため、合計が100％にはならない。

県内の民間事業所における定期昇給の実施状況については、表２－２の

とおり、従業員に対して定期昇給を実施した事業所の割合は93.9％と昨年

（87.2％)より増加しているが、そのうち昇給額を増額した事業所の割合

は23.8％と昨年（36.3％）に比べて減少している（参考資料第19表）。

表２－２ 定期昇給の実施状況の推移

項 目 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

定期昇給実施 86.1% 88.9% 90.4% 87.2% 93.9%

昇給額の増 23.5% 22.9% 23.4% 36.3% 23.8%

昇給額の減 7.9% 9.9% 12.1% 3.4% 6.8%

変 化 な し 54.7% 56.1% 54.9% 47.5% 63.3%

定期昇給中止 0.9% 2.6% 1.8% 0.0% 2.5%

(注) １ 係員における状況である。
２ ベースアップと定期昇給を分離することができない事業所を除いて集計した。
３ 定期昇給制度がない事業所があるため、合計が100％にはならない。
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(２) 職員と民間事業所従業員の給与水準の比較

ア ラスパイレス方式による月例給の比較

職員と県内の民間事業所従業員の月例給の比較は、職員においては行

政職給料表の適用者、民間事業所従業員においてはこれに類似すると認

められる事務・技術関係職種の者の４月分の給与月額を用い、主な給与

決定要素である役職段階、年齢及び学歴を同じくする者同士を対比させ

ることにより、精密に行っている。

職員と民間事業所従業員では人員構成が異なっているにもかかわら

ず、単純平均したものを使用すれば、平均年齢の違いによる平均給与額

の違いが考慮されないなど、集団同士の給与水準を比較する上では適当

でない。

給与を決定する際の基礎的な要素（役職段階、年齢及び学歴）を統一

させて比較する方式（ラスパイレス方式）により比較することで、より

精確に給与水準の実態を反映したものになり、この方式は、現在では国

家公務員をはじめ全国の地方公務員の統一的な給与比較方法として定着

している。

本県においても、職員と県内の民間事業所従業員の月例給を比較する

に当たっては、引き続きラスパイレス方式を採用することが適当である。

なお、比較のための調査対象事業所については、企業規模50人以上の

多くの民間企業においては、公務と同様、部長、課長、係長等の役職段

階を有しており、公務と同種・同等の者同士による給与比較が可能なこ

と、同一企業においては、一般的に、当該企業に勤務する従業員の給与

について、当該従業員が勤務する事業所の規模による差を設けていない

と考えられることなどから、引き続き国や他の都道府県等と同様、企業

規模50人以上、かつ事業所規模50人以上の事業所を対象とすることが適

当である。

イ 公民給与の比較

(ア) 月例給

本年４月分として支給された諸手当を含む給与額について、職員と

民間事業所の従業員の額をラスパイレス方式により比較したところ、

表３のとおり民間事業所従業員の額が職員の額を176円(0.05％)下回

る結果となった（参考資料第17表）。

表３ 月例給の比較

民間事業所
区 分 職員(B) 公民較差(A-B)

従業員(A)

月 例 給 346,544円 346,720円 △176円
( 平 成 3 1 年 4 月 分 ) （△0.05%）

(注) １ 職員及び民間事業所従業員とも本年度の新規学卒の採用者を、職員は更に県外事務所
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に勤務する者を除いている。

２ 職員は、行政職給料表適用者から１に掲げる者を除いた上で民間事業所従業員と比較

が可能な3,032人を対象としているため、職員の月例給の額は、１ページの平均給与月額

とは異なる。

(イ) 特別給

昨年８月から本年７月までの１年間において民間事業所で支払われ

た賞与等の特別給の年間支給月数は、表４のとおり所定内給与月額の

4.03月分であり、職員の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数4.00月

分を0.03月分上回る結果となった（参考資料第23表）。

表４ 特別給の比較

民間事業所
区 分 職員(B) 公民較差(A-B)

従業員(A)

特 別 給
4.03月分 4.00月分 0.03月分

(平成30年8月～令和元年7月)

３ 国家公務員の給与の状況

(１) 国家公務員の給与の状況

一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号。以下「給与法」

という。）の適用を受ける国家公務員は、その従事する職務の種類に応じ、

行政職、公安職、教育職など11種17俸給表並びに特定任期付職員俸給表及

び任期付研究員俸給表の適用を受けている。

人事院が行った2019(平成31年)年国家公務員給与等実態調査によると、

本年４月における給与の支給状況等は、表５のとおりである。

表５ 国家公務員の給与の支給状況等

区 分 全 職 員 左のうち行政職俸給表(一)適用職員

職 員 数 252,809人 139,782人

平 均 年 齢 43.1歳 43.4歳

平 均 経 験 年 数 21.3年 21.6年

俸 給 338,969円 329,433円

扶 養 手 当 10,320円 10,059円

俸給の特別調整額 11,953円 12,659円

平均給与月額 地 域 手 当 等 43,096円 43,540円

住 居 手 当 5,675円 6,121円

その他の手当 7,670円 9,311円

合 計 417.683円 411,123円

(注)１ 俸給には、俸給の調整額を含む。

２ 地域手当等には、異動保障による地域手当及び広域異動手当を含む。
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(２) 県職員と国家公務員の給与水準の比較

行政職俸給表(一)の適用を受ける国家公務員とこれに相当する本県の行

政職給料表の適用を受ける職員の昨年４月１日現在の俸給月額・給料月額

を学歴別及び経験年数別にラスパイレス方式により比較したところ、国家

公務員を100とした場合の本県職員の指数は95.3となっている。

表６ 国公ラスパイレス指数

年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

国公ラスパイレス指数 91.8 91.8 93.7 94.8 95.3

(３) 人事院勧告等の内容

人事院においては、企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の全

国の約58,800の民間事業所のうちから、無作為抽出した約12,500の事業所

について「職種別民間給与実態調査」を実施した。その結果、本年４月に

支給された国家公務員の給与は、民間事業所従業員の給与を387円（0.09

％）下回っていること、また、特別給の年間支給月数についても国家公務

員が民間事業所従業員を0.06月分下回っていることが判明したとして、本

年8月7日衆議院及び参議院の両議長並びに内閣総理大臣に対して職員の給

与等に関する報告・勧告を行った。

その概要は、別添のとおりである（参考資料６）。

４ 他の都道府県等の職員の給与の状況

他の都道府県等の職員の給与については、それぞれの事情はあるものの、

概ね本県と同様に国と類似の給与制度をとっている。

本年の給与改定については、これまでに勧告のあった都道府県等の状況を

みると、概ねそれぞれの地域の実態を反映したものとなっている。

５ 生計費

総務省統計局による「家計調査」を基礎に算出した本年４月における鳥取

市の世帯人員別の標準生計費は、表７のとおりである（参考資料第28表）。

表７ 鳥取市の標準生計費（本年４月）

世 帯 人 員 １人 ２人 ３人 ４人 ５人

標準生計費 109,000円 123,240円 154,010円 184,750円 215,520円
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６ その他の事情

最近の我が国全体の経済・雇用情勢をみると、景気は、輸出を中心に弱さ

が続いているものの、緩やかに回復している。先行きについては、当面、弱

さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあ

って、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通商問題を巡る緊張

の増大が世界経済に与える影響に注意するとともに、中国経済の先行き、海

外経済の動向と政策に関する不確実性、原油価格の上昇や金融資本市場の変

動の影響に留意する必要がある。（注１）

本県の状況をみると、景気の基調は、平成27年末頃から穏やかな持ち直し

の動きとなっていたが、同29年末頃から足踏みが見られる。足元では、雇用

面の指標は引き続き改善しているものの、消費面などが押し下げ、基調とし

ては、弱めの動きが続いている。また、景気の先行きを示す指標についても

弱めの動きが続いており、先行きは不透明である。（注２）

（注）１ 出典：内閣府 令和元年9月 「月例経済報告」

２ 出典：鳥取県令和新時代創造本部統計課 令和元年9月 「鳥取県の経済動向」

７ 本年の給与改定

(１) 給与改定の考え方

ア 月例給

これまで、本委員会では、地方公務員法に定める情勢適応の原則に基づ

き、国及び他の地方公共団体の動向も見ながら、職種別民間給与実態調査

に表れた地域の民間事業所従業員の給与水準を、より適切に反映させるよ

う努めてきたところである。この結果、本県職員の給与水準は、国や他の

都道府県と比べると、月例給、特別給ともに全国で最も低い水準となって

いる。

月例給については、平成27年以降、県職員の給与水準が民間事業所の給

与水準を下回る状況が続き、平成27年から平成29年まで３年連続で月例給

の引上げ改定を行ってきたが、昨年は民間事業所との較差がほぼ均衡した

水準（232円（0.07%））となっていたことから給料表を据え置くこととし

たところである。

本年の職種別民間給与実態調査によると、表３のとおり４月時点におけ

る県職員の給与が民間事業所従業員の給与を上回っているが、民間事業所

との較差は176円（0.05％）であり、昨年と同様にほぼ均衡した水準とな

っていることから、改定を行わないことが適当である。

イ 特別給

特別給については、表４のとおり、県職員の期末手当及び勤勉手当の年

間支給月数が民間事業所の特別給の支給月数を0.03月分下回っていたこと

から、昨年８月から本年７月までの１年間における民間の特別給の支給月

数に見合うよう、支給月数を引き上げる必要がある。
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本年の人事院勧告においては、支給月数の引上げ分について、民間の特

別給の支給状況等を踏まえつつ、勤務実績に応じた給与を推進するため、

勤勉手当に配分することとされている。本県における配分についても、国

及び他の地方公共団体の勤勉手当の支給月数等の状況並びに民間の特別給

のうち考課査定分の支給割合の状況等も踏まえ、勤勉手当に配分すること

が適当であると判断した。

また、昨年の人事院勧告を踏まえ、国家公務員においては、本年から６

月期及び12月期の期末手当が均等に配分されており、本県においても令和

２年度以降は６月期及び12月期の期末手当が均等になるように配分するこ

ととする。

(２) 改定の内容（期末手当・勤勉手当）

期末手当・勤勉手当については、昨年８月から本年７月までの１年間に

おける民間の特別給との均衡を図るため、支給月数を0.05月分引き上げ、

4.05月とする。支給月数の引上げ分は、勤勉手当に配分することとし、本

年度については、12月期の勤勉手当の支給割合を0.835月分（特定幹部職

員にあっては1.035月分）とする。令和２年度以降については、６月及び

12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.215月分（特定幹部職

員にあっては、それぞれ1.015月分）とし、６月及び12月に支給される勤

勉手当の支給割合をそれぞれ0.81月分（特定幹部職員にあっては、それぞ

れ1.01月分）とする。

また、再任用職員についての期末手当・勤勉手当並びに任期付研究員及

び任期付職員の期末手当についても、原則として同様に支給月数を引き上

げる。

（３）実施時期等

前記（２）の期末手当・勤勉手当の改定のうち、勤勉手当の支給月数の

引上げは、令和元年12月１日から実施する。期末手当・勤勉手当の６月期

と12月期の支給割合の変更は、令和２年度から実施する。

(４) 給与勧告実施の要請

本県職員の給与は国や他の都道府県の職員に比べ低い水準が続いてきて

いるところであるが、このような中にあっても、職員は、県民の視点に立

った行政サービスの充実や公務能率の向上に精励している。

県議会及び知事におかれては、人事委員会制度の意義や役割に深い理解

を示され、別紙２の勧告どおり実施されるよう要請する。

８ 給与に関する制度等の見直し

(１) 住居手当の見直しについて

本年の人事院勧告においては、住居手当について、公務員宿舎の使用料

の上昇を考慮し、手当の支給対象となる家賃額の下限を12,000円から

16,000円に4,000円引き上げ、それにより生ずる原資を用いて、民間にお
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ける住宅手当の支給状況等を踏まえ、最高支給額を27,000円から28,000円

に1,000円引き上げる等の所要の改定を令和２年４月から行うこととされ

たところである。

本県においては、これまで、国に準拠した住居手当制度としてきたとこ

ろであるが、職員宿舎への入居状況や職員の家賃負担の状況が国家公務員

と相当程度異なることから、本年については改定を行わないこととした。

国や他の地方公共団体との均衡も考慮しつつ、引き続き本県における住居

手当のあり方について研究を行うこととする。

(２) 特殊勤務手当の見直しについて

本県における特殊勤務手当については、平成17年度に支給対象業務及び

支給方法の抜本的な見直しなどの適正化が行われて以来、10年以上経過し

ている。平成18年度以降も随時、必要に応じた見直しが行われてきている

ところであるが、県民が利用する施設等においては、利用者のニーズが変

化してきているものもあり、勤務の困難性等に変化がないか、定期的に点

検を行い、見直しを行っていくことが必要である。
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別紙第２

職員の給与に関する勧告

職員の給与について、次の措置を講じることを勧告する。

１ 職員の給与に関する条例（昭和26年鳥取県条例第３号）の改正

(１) 期末手当及び勤勉手当について

ア 令和元年12月期の支給割合

(ア) (イ)以外の職員

勤勉手当の支給割合を0.835月分（特定幹部職員にあっては

1.035月分）とすること。

(イ) 再任用職員

期末手当の支給割合を0.69月分（特定幹部にあっては0.59月

分）とし、勤勉手当の支給割合を0.445月分（特定幹部にあって

は0.545月分）とすること。

イ 令和２年６月期以降の支給割合

(ア) (イ)以外の職員

６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ

1.215月分（特定幹部職員にあっては、それぞれ1.015月分）と

し、６月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ

0.81月分（特定幹部職員にあっては、それぞれ1.01月分）とす

ること。

(イ) 再任用職員

６月及び12月に支給される期末手当の支給割合を0.655月分

（特定幹部にあっては0.555月分）とし、６月及び12月に支給

される勤勉手当の支給割合を0.42月分（特定幹部にあっては

0.52月分）とすること。

２ 任期付研究員の採用等に関する条例（平成13年鳥取県条例第４号）及び

任期付職員の採用等に関する条例（平成14年鳥取県条例第67号）の改正

(１) 令和元年12月期の期末手当の支給割合

12月に支給される手当の支給割合を1.57月分とすること。

(２) 令和２年６月期以降の期末手当の支給割合

６月及び12月に支給される手当の支給割合をそれぞれ1.525月分とす

ること。

３ 改定の実施時期

この改定は、令和元年12月１日から実施すること。ただし、１の（１）

のイ及び２の（２）については、令和２年４月１日から実施すること。
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別紙第３

人事管理に関する報告

１ 働き方改革と勤務環境の整備

(１) 長時間労働の是正

国をあげて働き方改革の取組が進められている中、本県では、労働基準

法（昭和22年法律第49号）の改正等を踏まえて人事委員会規則を改正し、

本年４月から職員が時間外勤務を行うことができる上限を原則、１年につ

き360時間、他律的業務の比重が高い部署にあっては720時間などと設定し

た。本年４月以降の時間外勤務の状況を見ると、知事部局、教育委員会（学

校で勤務する教員を除く。）及び警察本部において月100時間を超える者

がおらず、また、月45時間を超える職員数が大幅に減るなど、各任命権者

の時間外勤務縮減の取組が効果を発揮している状況が窺える（参考資料第

31表）。一方で、月45時間を超える時間外勤務を行っている職員は依然存

在していることも確認できることから、各任命権者においては、引き続き

職員の健康保持、仕事と家庭生活の調和のほか人材確保の観点等から長時

間労働是正のための取組を進めていく必要がある。

ア 時間外勤務の縮減

長時間労働の是正のためには、組織全体で時間外勤務の縮減に取り組

むことが必要である。

各所属の管理職員は、業務の進捗状況等を的確に把握するなど所属に

おけるマネジメントに努め、職員に不要不急の時間外勤務を行わせない

ことが重要である。

また、各任命権者においては、各所属に時間外勤務の上限の遵守をた

だ求めるのみではなく、必要に応じて人事面での措置を講じながら、Ｒ

ＰＡやＡＩなどの活用による組織全体での業務の効率化や、廃止を含め

た事業の見直しによる業務量の削減等を図っていく必要がある。加えて、

管理職員を対象としたマネジメントに関する研修や、個々の職員の状況

に即した改善のための指導・助言等を適宜行うなど、各所属を下支えし

ていくことが重要である。

イ 教員の長時間労働の是正

学校現場における教員の長時間労働については、本年１月に文部科学

省により「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」が

策定され、いわゆる「超勤４項目」以外の業務のための時間についても

「在校等時間」としてその上限の目安時間が示されるなど、学校におけ

る教員の働き方改革の取組が進められている。

昨年度の本県における状況をみると、前年度から若干減少しているも
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のの、県立高校の教員のうち３割を超える者が年360時間を超える時間

外勤務を行い、１割を超える者については年720時間を超える時間外勤

務を行っているなど、知事部局や警察本部と比べて高い割合となってい

る（参考資料第30表）。

このような状況を踏まえ、教育委員会においては、本年３月に「学校

業務カイゼンプラン」を改訂し、本年度の重点取組事項として、学校行

事を含めた学校の業務全体の見直しを行った上で具体的な業務削減を推

進すること、及び平成30年度に策定した「鳥取県部活動の在り方に関す

る方針」で定める部活動休養日等の遵守徹底を図ることとしており、引

き続き、月80時間を超える時間外勤務を行う者の解消と令和２年度まで

に月当たり時間外勤務を平成29年度比で25％削減することを目標として

各種取組を進めているところである。具体的な業務の見直しに当たって

は、学校運営における課題の的確な把握と、大胆な業務の精選が必要と

考えられる。

学校現場においても、長時間労働の是正のためには、学校以外の職場

と同様、校長等の管理職員のマネジメントが重要である。また、教員の

時間外における勤務は、事務職員等とは異なり、原則として勤務命令に

基づくものではないこと等を踏まえれば、校長等が勤務時間を適正に管

理することがより一層求められる。

ウ 勤務時間の適正管理

本県では、ＩＣカード職員証などを活用した客観的な記録を基礎とし

た勤務時間管理が行われているが、各所属の管理職員には、退庁時刻と

勤務終了時刻との乖離の状況等も含めて部下職員の勤務時間の適正管理

に努めることが求められる。

また、このような客観的な勤務時間管理が可能な環境にない職場にお

いては、昨年６月の労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）の改正を踏

まえ、速やかに環境を整備する必要があるとともに、環境が整備される

までの間は、その他の適切な方法により、勤務実態の正確な把握に努め

る必要がある。

なお、出退勤等の時刻の登録が正確に為されなければ、勤務実態の正

確な把握という勤務時間管理の意義が失われかねないこととなり、時間

外勤務の上限を形式的に遵守することが目的化すること等により不正確

な登録が行われることのないよう十分に留意する必要がある。

(２) 仕事と家庭生活等の両立支援

ア 仕事と家庭生活の両立支援

誰もが活躍できる社会の実現に向けて、子育てや家族の介護等を行う

職員が安心して仕事ができる環境の整備や働き方の見直しは、職員のワ

ーク・ライフ・バランスの実現や公務能率の一層の向上の観点からも重
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要な取組である。

本県では、従来から、国、他の都道府県の状況等を踏まえながら仕事

と家庭生活の両立支援にかかる制度の充実・整備を図ってきているとこ

ろであり、昨年からは新たに不妊治療のための休暇制度を導入するなど

職員の事情に応じた働き方の選択肢がさらに広がっている。

こうした制度の充実・整備を意味あるものにするためには、職員が制

度を利用しやすい環境を整備することが重要である。本年は、夏季にお

ける休暇取得促進等を目的として、知事部局において一部の所属・機関

を閉庁する試みがなされ、教育委員会では県立学校において夏季休業中

の対外業務停止日が設定されるなど新たな取組が実施されている。各任

命権者においては引き続き制度の周知や意識啓発など利用促進に向けて

取り組んで行くことが求められる。

また、子育てや家族の介護等を行う職員が、高い士気を持って職務に

従事しその能力を十分に発揮できるようにするためには、固定的な性別

役割分担の意識を解消し、職場と家庭の両方において男女がともに活躍

できる職場風土を醸成していくことも重要な要素である。各任命権者は、

特定事業主行動計画に基づき着実に取組を進めていくことが大切であ

る。

イ 治療と仕事の両立支援

医療の進歩によって、がんは治る、もしくは治療を続けながら安定状

態を保つことができる病気となってきたことから、がんの治療と仕事を

両立できる職場づくりが官民を通じての課題となっている。

がんにかかることで体力の低下や治療による副作用などが生じること

から、これまでも各任命権者において業務の負担軽減などの配慮等が行

われてきているところであり、引き続き個々の病状に応じた対応など治

療と仕事の両立を支援していく必要がある。

(３) 職員の健康保持

ア 健康障害の未然防止

職員の健康保持は、職員やその家族にとって重要であるだけでなく、

公務を効率的かつ的確に実施するという観点からも重要な課題であり、

各任命権者は、職員の心身にわたる健康の保持に努める必要がある。

そのためには、まず、健康障害を未然に防止することが重要であり、

適切な勤務時間管理や相談しやすい職場づくり、長時間労働による健康

障害や心の健康に関する職員の意識啓発等の取組を推進することが大切

である。

長時間労働による健康障害の防止については、労働安全衛生法（昭和

47年法律第57号）その他の規定に基づき、職員を週40時間を超えて労働

させた場合、その超えた時間が基準を超え、かつ、疲労の蓄積が認めら
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れ、申出を行った職員に対して医師による面接指導を行うこととされて

いるところであるが、昨年、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32

号）が改正され、本年４月からその基準が１か月について100時間から8

0時間に引き下げられた。本県ではこれに加え、各任命権者において、

時間外勤務実績が月100時間以上等となった職員に対して、申出がなく

とも医師による面接指導を実施する取組も行われているが、面接指導の

実施状況には任命権者によって差が見られるところである（参考資料第

35表）。実績の少ない任命権者にあっては、その理由等を把握し、面接

指導の対象者に対して確実に面接指導を実施するなど、引き続き長時間

労働による健康障害の防止のため取り組んでいく必要がある。

なお、医師の面接指導等を実施した場合には、必要な事後措置や改善

策を講じていくことが肝要である。

イ メンタルヘルス対策

長期療養者に占める精神疾患の割合は総じて高く、メンタルヘルス対

策の取組は欠くことができない。各任命権者においては、職員の健康保

持を重要課題と捉え、未然予防から再発予防まで体系的な職員のメンタ

ルヘルス対策が行われており、各職場への出前講座の実施、専任の相談

員による心の健康相談の実施などの取組が進められている。

心の健康の保持増進のためには、職員自らが早期にストレスの状態に

気づき、対処していくことが重要であるが、ストレスの内容、程度によ

っては、職員個人の力では対処できないものもあることから、周囲の職

員、健康管理担当スタッフ、産業医等による総合的な支援が求められる。

早期発見のためには、ストレスチェックなどを有効に活用し、過重なス

トレスを感じている職員に対しては、周囲、特に管理職員が職員個人の

状態を注意深く見守り、人事上の措置も含めて的確にサポートし、スト

レスの軽減を図るなど、メンタルヘルスケアの充実に努めることが必要

である。

また、長期の休職者に対しては、各任命権者が定めている職場復帰支

援プログラムを着実に実施するとともに、職場復帰訓練などを行う際に

は、専門家による支援体制を充実し、訓練対象者の体調や心理状態に合

わせて柔軟な対応を行うなど、休職者が安心して復帰できるよう、復職

後の支援も含めた職場全体によるサポート体制の充実が重要である。

(４) 良好で働きやすい職場環境の確保

良好で働きやすい職場環境の確保は、職場全体の士気や業務効率等の観

点から、本県においても重要な課題である。

各任命権者においては、職場におけるハラスメント防止に向けた要綱等

を策定し、職員への啓発、相談体制の整備などの対策が講じられていると

ころである。本年６月に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
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（平成27年法律第64号）等が改正され、パワーハラスメント防止のための

事業主の雇用管理上の措置義務等が法制化されたところであり、引き続き、

セクハラ、パワハラを始め、妊娠、出産、育児、介護に関するものなどハ

ラスメントが潜在化しないよう実態や課題を的確に把握するとともに、防

止・対策のための実効性のある取組を進めていく必要がある。

ハラスメントは職員の士気や業務効率を著しく低下させるものと考えら

れる。職員を指導・監督する立場にある職員は、ハラスメントを厳に慎む

ことは当然であるが、相手への言い方やタイミングなどに留意し、自らの

言動の意図するところが十分に相手に理解されるよう努める必要がある。

管理職員は、日頃から職場全体のコミュニケーションの円滑化を図るな

ど、職員が相互に信頼し認め合い、業務にやりがいを持って意欲的に取り

組むことができるよう、良好な職場環境の保持に努めることが重要である。

(５) 労働災害の防止

本委員会は、各職場における労働安全に関する各種規制の遵守状況を確

認し、不備が見られる職場については改善を促すなどの取組を行っている。

昨年度は労働基準及び労働安全衛生実態調査（事業場調査）を118の職場

に対して実施し、不備が見られた３の職場については文書により改善を促

すなどの指導を行った。

各任命権者は、労働災害の防止を図るに当たり、単なる法令遵守にとど

まらず、安全で快適な職場環境の実現と労働条件の改善に継続して取り組

んでいかなければならない。具体的には、労働災害防止に係る職員の意識

の啓発を図るとともに、衛生管理者による職場巡回により日頃から危険因

子の発見や各種法令の遵守状況の確認に努めるなど、安全確保のための活

動の定着を図ることが重要である。

なお、労働災害が発生した場合には、再び同種の災害が発生しないよう、

速やかにその原因を詳細に分析検討して、具体的な対策を講じて、再発防

止を徹底する必要がある。

衛生委員会については、労働災害の防止のみならず、長時間労働や健康

管理対策、職場環境等を含めて幅広く議論することで、職員一人ひとりの

意識を高め、具体的な活動への参画を促す重要な機会であることから、こ

れまでも法的義務の有無にかかわらず設置、開催することが望ましい旨言

及してきたところである。既に、各任命権者においては、法的義務の有無

にかかわらず衛生委員会又はこれに準ずる会議の開催に取り組まれている

ところであるが、今後とも、毎月一回以上の開催等、より一層積極的な取

組が広がることを期待する。
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２ 高齢期の雇用問題

公的年金支給開始年齢の65歳への段階的引き上げに伴い、雇用と年金の確

実な接続は、官民を問わず大きな課題となっている。国家公務員の定年制度

の見直しについては、昨年８月の人事院による国会及び内閣に対する意見の

申出を踏まえ、現在、政府において検討が進められているところである。

本県においても、引き続き国の動向を注視し、本県の実情及び人事管理の

状況を十分考慮した上で、定年延長に向けての具体的な人事管理の在り方等

を検討する必要がある。また、今後の退職から年金支給開始までの期間の長

期化に伴う再任用希望者の増加も見据えて、雇用と年金の接続が確実に行わ

れるよう取り組む必要がある。

３ 人材の確保と活用

(１) 人材の確保

近年、我が国では生産年齢人口の減少と緩やかな景気拡大が続く中、民

間企業の採用拡大等により人材確保を取り巻く環境は厳しさを増してい

る。また、社会経済情勢が変化する中、複雑・多様な行政課題に的確に対

応し、行政サービスを安定的に提供していくためには、多様で有為な人材

を確保していくことが求められる。

本県では、このような状況を踏まえ、仕事説明会の開催や大学等への訪

問、インターンシップの実施等による情報発信に努め、試験制度について

も事務職種の試験として昨年度新設した民間企業指向の受験者でも受験し

やすい「キャリア総合コース」の募集人員を拡充するなど、幅広く有為な

人材を確保するための取組を行っているところであるが、一部の技術職種

においては採用予定者数の確保が困難な状況も生じている。

本委員会では、引き続き、任命権者と連携し、国や他の地方公共団体の

取組も参考にしながら、本県職員の業務の魅力の発信などの人材確保のた

めの取組を進めていくこととする。

(２) 能力・実績に基づく人事管理の推進

職員の職務の級の位置付けや昇給など、給与等の処遇に直接関わる制度

を適切に整備して運用することは、行政サービスの質の向上に必要な職員

の意欲と能力を高め、組織の活性化と公務能率の向上を図る上で重要な意

味を持っている。また、制度の運用に当たっては、職員の能力・実績を的

確に評価し、これに基づき公正に処遇に反映していくことが重要であり、

職員の人事配置及び昇任管理等について、職員の能力・適性に基づき公正

に行うことが肝要になる。

各任命権者においては、人事評価制度の運用状況を検証するとともに、

評価者の評価能力向上に向けた研修等の取組を進めるなど、必要に応じ適

切な制度設計及び運用のための取組を更に進める必要がある。

また、働き方の見直しによる長時間労働の是正や、休暇・休業等の取得
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促進、フレックスタイム制の導入など多様で柔軟な働き方を進める中、限

られた人的資源の下で公務能率の維持・向上を図るためには、例えば、育

児や介護、病気等により現に働き方に制約がある職員や、これらのために

一時的に職務から離れ、ある時期において必要な業務を経験できなかった

職員であっても、能力・実績を適正に評価しそれぞれの事情や能力・実績

等に応じて十分に活躍できるよう、人事配置等に当たって本人の意向等を

踏まえながら、幅広く業務経験を積むことができるよう配慮するなど、よ

り柔軟な人事管理が求められる。

(３) 障がい者の雇用

障がい者の雇用については、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和

35年法律第123号）により、雇用の分野における障害を理由とした差別の

禁止や障がい者にとって利用しにくい制度等の社会的障壁を取り除くため

に必要な合理的配慮の提供が義務づけられている。本県では、身体障がい

者、知的障がい者及び精神障がい者を対象とした採用試験を行っているほ

か、職員採用試験において視覚障がい者のための点字試験を実施している。

本年６月、同法が改正され、国及び地方公共団体の責務として、自ら率

先して障がい者を雇用するように努めなければならないことが規定され、

また、障がいのある職員の職業生活における活躍の推進に係る取組に関す

る計画（障害者活躍推進計画）を作成・公表することが義務づけられた。

既に各任命権者とも法定雇用率を達成している状況ではあるが、上記法

改正の趣旨も踏まえ、障がいのある職員が無理なく安定的に働き続けられ

るよう、働きやすい職場環境づくりや障がい特性に応じた人事管理のため

の取組を引き続き進めていく必要がある。

４ 非常勤職員等の勤務条件

現在、公務においては、行財政改革を進める一方で、多様化・高度化する

行政ニーズに対応するため、事務の種類や性質に応じ、非常勤職員・臨時的

任用職員（以下「非常勤職員等」という。）といった多様な任用・勤務形態

を活用している。これらの職員は、その数が増加してきた中で、公務の担い

手として欠くことのできない存在になっている。

地方公務員法（昭和25年法律第261号）等の改正により、来年度から非常

勤職員等の任用根拠が明確化され、新たに一般職の非常勤職員である会計年

度任用職員の制度が導入されることとなった。

本県においても会計年度任用職員制度の導入等に向けて関係規定の整備等

が進められているところであるが、この度の制度改正の趣旨を踏まえながら、

新たな制度に円滑に移行できるよう準備を進めていく必要がある。


